
町
民
の
皆
様
へ

待
ち
望
ん
で
い
た
桜
も
あ
っ
と

い
う
間
に
散
り
、
新
緑
の
美
し
い

季
節
と
な
り
ま
し
た
。

３
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災
、

忌
ま
わ
し
い
原
子
力
発
電
所
事
故

よ
り
14
カ
月
を
経
過
し
ま
し
た
が
、

ま
だ
先
が
み
え
ず
不
自
由
な
避
難

生
活
を
強
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
事

大
変
申
し
訳
な
く
思
っ
て
お
り
ま

す
。去

る
12
～
13
日
の
両
日
、
郡
山

市
、
い
わ
き
市
、
会
津
若
松
市
の

順
で
国
主
催
の
町
民
説
明
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
各
会
場
共
多
く

の
参
加
者
の
も
と
、
直
接
意
見
交

換
が
出
来
ま
し
た
事
は
一
定
の
評

価
が
出
来
た
と
受
け
止
め
ま
す
。

区
域
の
見
直
し
、
除
染
の
進
め

方
や
賠
償
問
題
ま
た
中
間
貯
蔵
施

設
、
廃
炉
の
課
題
等
に
健
康
問
題

も
含
め
て
皆
様
方
の
ご
意
見
は
、

ま
さ
に
悲
痛
な
叫
び
で
も
あ
り
ま

し
た
。

将
来
へ
の
不
安
、
や
り
場
の
な

い
閉
塞
感
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
真

摯
に
受
け
止
め
、
町
と
し
て
も
出

来
る
だ
け
早
い
段
階
で
復
興
、
再

生
の
方
向
性
を
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

放
射
線
量
が
高
く
５
年
間
は
戻

れ
な
い
帰
還
困
難
区
域
が
多
く
を

占
め
る
我
が
町
に
と
っ
て
、
町
外

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
復
興
の
拠
点
」

づ
く
り
は
、
早
急
な
対
応
が
迫
ら

れ
て
お
り
ま
す
。
当
面
の
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
居
住
環
境
整
備
は
、

医
療
、
福
祉
面
も
整
い
日
用
品
の

調
達
等
も
容
易
で
交
通
の
便
も
良

く
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た

教
育
環
境
の
充
実
も
不
可
欠
な
要

因
で
す
。
連
休
に
来
庁
さ
れ
た
平

野
復
興
大
臣
や
細
野
環
境
大
臣
と

の
懇
談
の
中
で
も
、
大
熊
町
と
し

て
の
方
針
を
話
し
、
理
解
い
た
だ

け
た
も
の
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
６
月
中
旬
に
は
財
物
賠

償
の
指
針
が
示
さ
れ
る
と
思
い
ま

す
。
今
後
は
、
そ
の
状
況
の
変
化

や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
、
そ

れ
ら
を
勘
案
し
た
具
体
的
な
復
興

計
画
の
作
成
が
大
事
と
考
え
て
お

り
、
必
要
に
応
じ
て
再
度
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
な
ど
も
考
え
て
お
り
ま
す
。

20
～
30
年
後
の
将
来
な
ど
誰
も

正
確
に
は
予
測
出
来
ま
せ
ん
。
放

射
線
量
も
自
然
減
衰
や
画
期
的
な

除
染
技
術
が
開
発
さ
れ
思
っ
た
よ

り
早
く
少
な
く
な
る
事
も
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
の
逆

も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の

時
、
そ
の
時
点
で
ベ
ス
ト
を
尽
く

し
誤
り
が
あ
れ
ば
方
向
転
換
を
し

て
軌
道
修
正
も
必
要
で
す
。
人
は

未
来
を
創
る
事
は
出
来
て
も
、
過

去
を
変
え
る
事
は
出
来
な
い
と
い

わ
れ
ま
す
。
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一
歩
一
歩
前
進
し
、
つ
ま
ず
い

て
転
ん
だ
ら
ま
た
起
き
上
が
っ
て

前
に
進
む
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い

ま
す
。

い
わ
き
市
や
郡
山
市
で
事
業
を

再
開
し
ま
し
た
と
報
告
に
来
て
く

れ
る
明
る
い
ニ
ュ
ー
ス
も
あ
り
ま

す
し
、
県
外
か
ら
気
持
ち
を
切
り

換
え
て
元
気
で
が
ん
ば
っ
て
い
る

お
手
紙
も
頂
き
ま
し
た
。
大
熊
中

学
校
便
り
で
は
、
修
学
旅
行
で
の

楽
し
い
体
験
談
を
目
に
す
る
事
が

出
来
ま
し
た
。
苦
し
い
中
で
の
前

向
き
な
姿
に
共
鳴
し
、
私
達
も
少

し
で
も
町
民
の
皆
様
に
希
望
の
持

て
る
様
な
、
そ
し
て
光
を
見
い
だ

せ
る
様
な
復
興
の
推
進
に
全
力
で

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

今
後
は
、
町
政
懇
談
会
を
実
施

し
町
の
方
針
を
説
明
さ
せ
て
い
た

だ
く
予
定
で
す
の
で
、
皆
さ
ま
に

は
何
卒
よ
ろ
し
く
ご
支
援
、
ご
協

力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

大
熊
町
長

渡
辺
利
綱

国
主
催
に
よ
る
大
熊
町
住
民
説

明
会
が
、
５
月
12
日
に
郡
山
市
、

13
日
に
は
い
わ
き
市
と
会
津
若
松

市
で
開
催
さ
れ
、
関
係
省
庁
よ
り
、

区
域
の
見
直
し
や
賠
償
、
除
染
・

中
間
貯
蔵
施
設
に
つ
い
て
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。

国
か
ら
は
、
郡
山
市
会
場
に
細

野
環
境
大
臣
と
吉
田
復
興
大
臣
政

務
官
が
、
い
わ
き
市
、
会
津
若
松

市
会
場
に
は
、
高
山
環
境
大
臣
政

務
官
と
吉
田
復
興
大
臣
政
務
官
が

出
席
し
ま
し
た
。

【
双
葉
地
方
町
村
会
か
ら
の
要

望
へ
の
回
答
に
つ
い
て
】

○
双
葉
郡
全
体
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ

イ
ン
に
つ
い
て
は
、
双
葉
郡
の

将
来
の
姿
は
ど
う
な
る
の
か
、

国
と
し
て
の
取
り
組
み
を
早
く

提
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
「
放
射
線
医
療
セ
ン
タ
ー
（
仮

称
）
」
の
設
置
に
つ
い
て
は
、

文
部
科
学
省
が
福
島
県
に
お
け

る
放
射
線
医
学
・
最
先
端
診
断

に
係
る
研
究
開
発
拠
点
の
整
備

に
必
要
な
費
用
を
、
昨
年
度
の

補
正
予
算
に
お
い
て
確
保
し
ま

し
た
。
こ
う
い
っ
た
予
算
措
置

を
講
じ
る
と
と
も
に
、
具
体
化

に
向
け
て
検
討
を
始
め
て
い
ま

す
。

○
原
子
力
に
関
す
る
研
究
機
関
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
拠
点
の
整
備

に
つ
い
て
も
、
関
係
予
算
の
準

備
を
し
て
具
体
的
な
研
究
拠
点

の
設
置
に
つ
い
て
議
論
を
進
め

て
い
ま
す
。

○
「
帰
宅
で
き
る
、
で
き
な
い
に

係
わ
ら
ず
避
難
先
で
の
住
民
生

活
の
確
保
」
に
つ
い
て
、
地
域

の
復
興
だ
け
で
は
な
く
、
皆
様

の
生
活
の
場
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
確
保
し
て
い

く
こ
と
が
大
事
な
仕
事
と
認
識

し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
応

急
仮
設
住
宅
や
復
興
住
宅
の
確

保
、
雇
用
の
創
出
、
情
報
の
提

供
と
い
っ
た
業
務
を
復
興
庁
が

し
っ
か
り
進
め
て
い
き
ま
す
。

○
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
、
常
磐
自
動
車
道

の
広
域
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
つ
い

て
、
線
量
の
高
い
所
は
丁
寧
に

整
備
し
て
、
高
速
道
路
か
ら
着

手
す
る
な
ど
の
取
り
組
み
を
始

め
て
い
ま
す
。

○
身
近
な
イ
ン
フ
ラ
に
つ
い
て
は
、

戻
る
こ
と
が
で
き
る
比
較
的
放

射
線
量
の
低
い
と
こ
ろ
か
ら
着

手
す
る
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

【
避
難
指
示
区
域
の
見
直
し
に

つ
い
て
】

○
避
難
指
示
区
域
の
見
直
し
の
設

定
基
準
に
つ
い
て
、
３
つ
の
区

域
に
再
編
す
る
こ
と
を
政
府
と

し
て
考
え
て
い
ま
す
。

○
１
つ
め
の
避
難
指
示
解
除
準
備

区
域
は
、
１
年
間
で
20
ミ
リ
シ
ー

ベ
ル
ト
以
下
、
１
時
間
当
た
り

3.8
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下

の
区
域
。

○
２
つ
め
の
居
住
制
限
区
域
は
、

１
年
間
で
20
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

を
超
え
て
50
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

以
下
、
１
時
間
当
た
り
3.8
マ
イ

ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
て
9.5

マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
の

区
域
。

○
３
つ
め
の
帰
還
困
難
区
域
は
、

５
年
経
っ
て
も
年
間
20
ミ
リ
シ
ー
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ベ
ル
ト
以
下
に
な
ら
な
い
水
準

で
、
年
間
50
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

を
超
え
る
、
１
時
間
当
た
り
9.5

マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え

る
区
域
。

○
使
用
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
面
の

測
定
に
適
す
る
航
空
機
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
で
測
定
し
た
数
値
を
使

用
し
ま
す
。

○
区
域
見
直
し
の
単
位
に
つ
い
て

は
、
字
や
行
政
区
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
単
位
で
設
定
し
ま
す
。

○
避
難
指
示
解
除
の
時
期
に
つ
い

て
は
、
各
市
町
村
と
の
調
整
を

し
て
決
定
し
ま
す
が
、
大
熊
町

で
は
帰
還
困
難
区
域
に
人
口
が

集
中
し
て
い
る
の
で
、
居
住
制

限
区
域
と
避
難
指
示
解
除
準
備

区
域
を
解
除
し
て
も
、
町
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
成
り
立
ち
に
く

い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
避
難
指

示
の
解
除
は
、
皆
様
が
戻
る
こ

と
が
で
き
る
イ
ン
フ
ラ
や
除
染
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
単
位
を
考
え
て

調
整
し
ま
す
。
居
住
制
限
区
域

と
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
を

先
に
解
除
す
る
の
で
は
な
く
、

町
の
意
向
を
尊
重
し
て
３
区
域

同
時
の
解
除
を
考
え
て
い
ま
す
。

○
区
域
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
防

犯
対
策
を
と
っ
て
か
ら
警
戒
区

域
を
解
除
し
て
３
区
域
に
再
編

し
ま
す
。

○
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
で
は
、

一
時
立
入
り
の
柔
軟
化
、
一
部

事
業
の
再
開
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

○
居
住
制
限
区
域
で
は
、
線
量
が

年
間
20
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超

え
る
の
で
、
放
射
線
量
の
配
慮

が
必
要
に
は
な
り
ま
す
が
、
一

時
立
入
り
の
柔
軟
化
、
イ
ン
フ

ラ
復
旧
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま

す
。

○
帰
還
困
難
区
域
で
は
年
間
50
ミ

リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
た
め
、

ま
た
防
犯
上
の
必
要
も
あ
り
、

バ
リ
ケ
ー
ド
な
ど
の
物
理
的
な

防
護
措
置
を
と
っ
て
、
こ
れ
ま

で
通
り
の
一
時
立
入
り
や
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
、
線
量
管
理
を
行

う
運
用
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

○
避
難
指
示
が
続
い
て
い
る
間
は
、

避
難
に
伴
う
賠
償
も
継
続
さ
れ

ま
す
。

【
賠
償
に
つ
い
て
】

○
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会

が
出
し
た
指
針
を
受
け
て
、
東

京
電
力
が
具
体
的
な
基
準
を
つ

く
っ
て
請
求
書
に
反
映
し
て
い

ま
す
。
３
月
に
出
さ
れ
た
指
針

に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
５

月
中
に
詳
細
な
基
準
を
示
し
ま

す
。

○
区
域
見
直
し
後
も
、
戻
る
方
、

移
住
す
る
方
、
ど
ち
ら
に
も
差

は
つ
け
ま
せ
ん
。

○
避
難
費
用
は
、
こ
れ
ま
で
と
同

様
に
３
カ
月
間
隔
で
請
求
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

○
精
神
的
損
害
は
区
域
ご
と
に
異

な
り
、
避
難
指
示
解
除
準
備
区

域
は
月
額
10
万
円
を
３
カ
月
ご

と
の
請
求
に
な
り
ま
す
。
居
住

制
限
区
域
は
３
カ
月
ご
と
、
ま

た
は
２
年
分
を
一
括
し
た
240
万

円
の
請
求
も
可
能
で
す
。
帰
還

困
難
区
域
は
一
括
し
て
600
万
円

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
分
割
も

で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

○
解
除
後
に
賠
償
の
対
象
と
な
る

期
間
は
ま
だ
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、

解
除
の
後
、
審
査
会
等
で
議
論

し
て
決
め
ら
れ
ま
す
。

○
帰
還
困
難
区
域
の
不
動
産
は
、

少
な
く
と
も
５
年
間
は
立
ち
入

り
が
制
限
さ
れ
る
の
で
、
全
損

と
推
認
し
て
賠
償
さ
れ
ま
す
。

○
居
住
制
限
区
域
と
避
難
指
示
解

除
区
域
の
不
動
産
は
、
避
難
指

示
解
除
ま
で
の
期
間
を
考
慮
し

て
賠
償
し
ま
す
が
、
も
し
５
年

間
解
除
さ
れ
な
け
れ
ば
帰
還
困

難
区
域
と
同
様
に
全
損
と
し
て

賠
償
さ
れ
ま
す
。

○
建
物
の
評
価
に
つ
い
て
、
町
か

ら
固
定
資
産
税
評
価
を
資
料
と

し
て
提
供
し
て
い
た
だ
き
、
新

築
価
格
か
ら
築
年
数
を
償
却
し

た
評
価
額
で
賠
償
金
額
を
算
定

し
ま
す
。

○
家
財
に
つ
い
て
、
家
族
構
成
を

ベ
ー
ス
と
し
た
賠
償
基
準
を
検

討
中
で
、
実
態
が
こ
の
基
準
を

超
え
る
場
合
に
は
個
別
に
対
応

し
ま
す
。

○
営
業
損
害
・
就
労
不
能
等
に
伴

う
損
害
に
つ
い
て
は
、
一
定
期

間
は
収
入
を
損
害
額
か
ら
控
除

し
な
い
よ
う
に
基
準
を
作
成
中

で
す
。

○
東
電
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
ス

ピ
ー
ド
重
視
で
行
っ
て
き
た
と

こ
ろ
、
細
や
か
な
対
応
が
で
き

な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、

個
別
の
事
情
に
対
応
で
き
る
よ

う
に
求
め
て
い
き
ま
す
。
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【
除
染
・
中
間
貯
蔵
施
設
に
つ

い
て
】

○
除
染
の
方
針
に
つ
い
て
、
大
熊

町
は
国
が
責
任
を
も
っ
て
直
接

除
染
事
業
を
行
い
ま
す
。

○
除
染
に
伴
う
廃
棄
物
は
、
安
全

に
収
集
、
運
搬
、
仮
置
き
を
し

て
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
管
理
を

行
っ
て
い
き
ま
す
。

○
除
染
の
進
め
方
に
つ
い
て
は
、

昨
年
か
ら
大
熊
町
役
場
周
辺
と

夫
沢
一
区
周
辺
で
モ
デ
ル
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。

○
先
行
除
染
と
し
て
、
本
格
除
染

を
実
施
す
る
た
め
の
拠
点
と
な

る
施
設
の
大
川
原
ラ
イ
ス
セ
ン

タ
ー
、
坂
下
ダ
ム
管
理
事
務
所

を
除
染
し
ま
し
た
。

○
本
格
除
染
に
つ
い
て
は
、
年
間

20
～
50
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
地

域
で
は
、
住
居
、
農
地
と
住
居

周
辺
20
メ
ー
ト
ル
範
囲
の
森
林

を
、
年
間
20
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

以
下
を
目
指
し
て
除
染
し
ま
す
。

そ
の
仮
置
き
場
は
字
ご
と
に
設

置
す
る
予
定
で
す
。
年
間
50
ミ

リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
地
域

で
は
、
除
染
技
術
の
確
立
と
、

作
業
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た

め
、
モ
デ
ル
実
証
事
業
を
実
施

し
て
か
ら
対
応
を
検
討
し
て
い

き
ま
す
。

○
除
染
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
一

例
と
し
て
大
熊
町
役
場
周
辺
の

モ
デ
ル
事
業
に
よ
っ
て
平
均
60

％
の
放
射
線
量
が
低
減
し
た
と

い
う
結
果
が
出
て
い
ま
す
。
放

射
性
物
質
の
放
射
線
量
は
自
然

に
減
少
し
て
い
き
ま
す
が
、
除

染
を
す
る
こ
と
で
さ
ら
に
減
少

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い

ま
す
。

○
除
染
工
程
の
一
連
の
流
れ
に
つ

い
て
は
、
除
染
の
実
施
計
画
を

策
定
後
に
、
土
地
、
建
物
の
調

査
、
敷
地
立
ち
入
り
の
了
解
を

得
て
、
除
染
方
法
の
提
示
に
同

意
し
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
か

ら
実
施
す
る
予
定
で
す
。
除
染

終
了
後
も
継
続
し
て
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
し
て
い
き
ま
す
。

○
仮
置
き
場
に
つ
い
て
は
、
十
分

な
盛
土
を
す
る
こ
と
で
放
射
線

を
遮
へ
い
し
て
、
仮
置
き
場
近

傍
の
放
射
線
量
を
周
辺
環
境
と

同
程
度
の
水
準
に
な
る
よ
う
に

安
全
性
を
確
保
し
ま
す
。

○
盛
土
に
よ
る
遮
へ
い
以
外
の
安

全
対
策
に
つ
い
て
は
、
遮
水
シ
ー

ト
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
コ
ン
テ
ナ

等
で
放
射
性
物
質
の
飛
散
、
流

出
、
浸
透
を
防
ぎ
、
敷
地
境
界

に
柵
を
設
け
て
近
づ
く
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。

○
中
間
貯
蔵
施
設
に
つ
い
て
は
、

施
設
の
確
保
と
維
持
管
理
は
国

が
行
い
ま
す
。
仮
置
き
場
の
設

置
は
３
年
間
程
度
と
考
え
て
い

る
の
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
中

間
貯
蔵
施
設
の
供
用
を
開
始
で

き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

○
福
島
県
内
の
廃
棄
物
の
み
を
貯

蔵
対
象
と
し
ま
す
。

○
施
設
規
模
と
し
て
は
３
～
５
平

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
推
計
し
て

い
ま
す
。

○
中
間
貯
蔵
施
設
を
構
成
す
る
施

設
と
し
て
は
、
受
入
・
分
別
施

設
、
貯
蔵
施
設
、
可
燃
物
を
焼

却
す
る
減
容
化
施
設
、
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
施
設
、
研
究
施
設
、
情

報
公
開
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
ま

す
。

○
中
間
貯
蔵
施
設
の
設
置
候
補
地

は
、
双
葉
町
、
大
熊
町
、
楢
葉

町
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
最
終
処
分
に
つ
い
て
は
、
中
間

貯
蔵
後
30
年
以
内
に
、
福
島
県

外
で
行
い
ま
す
。

【
区
域
見
直
し
】

（
回
答
：
原
子
力
災
害
対
策
本
部
）

Q1
線
量
だ
け
で
な
く
、
10
km
圏
内

は
何
年
と
か
距
離
も
考
え
て
ほ

し
い
。
賠
償
に
も
差
が
出
て
く

る
し
、
機
械
的
な
線
引
き
は
や

め
て
ほ
し
い
。

A1
区
域
の
見
直
し
は
機
械
的
な
線

引
き
で
は
な
く
、
線
量
を
ベ
ー

ス
と
し
つ
つ
字
等
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
考
慮
し
て
行
う
。
ま
た
、

避
難
指
示
の
解
除
は
、
区
域
の

見
直
し
と
は
切
り
離
し
て
行
う
。

町
か
ら
は
、
町
と
し
て
区
域
に

関
わ
ら
ず
同
時
に
解
除
す
る
と

要
望
を
い
た
だ
い
て
お
り
、
町

と
も
十
分
相
談
し
て
、
避
難
指

示
の
解
除
を
行
う
。
賠
償
に
つ

い
て
も
、
解
除
時
期
を
一
律
に

す
る
こ
と
で
、
実
質
的
な
差
が

出
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
い
。

Q2
区
域
設
定
の
見
直
し
に
つ
い
て
、

町
の
意
向
を
踏
ま
え
て
と
い
う

こ
と
だ
が
、
双
葉
町
村
会
で
全

市
町
村
の
了
解
を
得
な
い
と
決

め
ら
れ
な
い
の
か
。

A2
大
熊
町
長
・
役
場
と
ご
相
談
さ
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せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
最
終

的
に
は
政
府
の
責
任
で
区
域
の

見
直
し
は
決
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
。

Q3
野
上
の
周
辺
は
比
較
的
線
量
が

低
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
１
ミ

リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
な
ら
低
い

と
言
え
る
が
、
20
ミ
リ
シ
ー
ベ

ル
ト
は
相
当
高
い
と
思
っ
て
い

る
。
家
は
屋
内
も
屋
外
も
同
じ

よ
う
な
状
態
で
あ
り
、
住
め
な

い
の
は
明
ら
か
。
帰
さ
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
不
安
に
思
っ
て

い
る
。

A3
20
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
は
、
あ
く

ま
で
帰
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
目
安
で
あ
り
、
帰
る
か
ど
う

か
は
住
民
の
方
の
選
択
で
あ
る
。

国
と
し
て
は
、
帰
る
、
帰
ら
な

い
ど
ち
ら
を
選
ん
だ
方
も
支
援

を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

【
賠
償
】

（
回
答
：
細
野
大
臣
、
文
部
科
学

省
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
）

Q4
東
京
電
力
の
事
故
責
任
を
明
確

に
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま

た
、
原
発
は
国
策
で
推
進
し
た

も
の
で
あ
り
、
東
京
電
力
だ
け

で
は
な
く
、
国
も
一
緒
に
賠
償

を
す
る
べ
き
。

A4
事
故
の
責
任
が
、
一
義
的
に
東

京
電
力
に
あ
る
こ
と
、
国
に
も

責
任
が
あ
る
こ
と
は
法
律
に
も

明
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
子

力
損
害
賠
償
支
援
機
構
に
は
政

府
も
出
資
し
て
お
り
、
財
政
的

に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
体
制
を

整
え
て
い
る
。

Q5
精
神
的
損
害
額
で
あ
る
10
万
円

の
根
拠
は
な
に
か
。
完
全
賠
償

と
い
う
な
ら
、
基
準
を
高
く
し

て
も
ら
い
た
い
。

A5
法
律
や
原
子
力
の
専
門
家
か
ら

な
る
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審

査
会
で
定
め
ら
れ
た
金
額
が
月

10
万
円
で
、
基
本
的
に
は
こ
れ

を
尊
重
す
る
。
こ
の
指
針
以
外

の
ケ
ー
ス
も
あ
り
う
る
が
、
ま

だ
す
ぐ
に
お
支
払
い
で
き
る
体

制
で
は
な
い
が
、
で
き
る
だ
け

早
急
に
体
制
を
整
え
て
い
く
。

緊
急
性
の
高
い
も
の
は
個
別
に

対
応
し
て
い
く
。

Q6
東
京
電
力
は
日
用
品
も
10
万
円

に
含
め
て
い
る
が
、
そ
れ
で
い

い
の
か
。

A6
当
初
東
京
電
力
の
基
準
で
は
、

日
用
品
は
精
神
的
損
害
に
含
ま

れ
て
い
た
が
、
国
が
東
京
電
力

に
指
導
を
行
い
、
避
難
生
活
を

行
う
上
で
家
電
等
追
加
的
に
必

要
に
な
る
も
の
は
請
求
で
き
る

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

Q7
不
動
産
は
、
再
取
得
を
考
慮
し

た
も
の
に
す
る
べ
き
。
古
い
建

物
は
、
固
定
資
産
税
を
考
慮
さ

れ
て
も
困
る
。
ダ
ム
の
建
設
等
、

公
共
工
事
と
同
じ
考
え
方
に
す

る
べ
き
。

A7
課
税
評
価
は
、
一
度
新
築
時
の

価
格
を
出
す
た
め
に
使
用
す
る
。

一
旦
新
築
時
の
価
格
を
出
し
、

そ
れ
に
緩
や
か
な
償
却
率
を
か

け
て
、
賠
償
金
額
を
算
出
す
る

方
法
を
検
討
中
。
公
共
用
地
の

取
得
と
は
違
う
が
、
よ
り
近
い

も
の
に
で
き
る
よ
う
検
討
を
重

ね
て
い
る
。

Q8
帰
還
困
難
区
域
の
精
神
的
損
害

の
賠
償
は
、
５
年
で
終
わ
り
な

の
か
。

A8
指
針
で
は
５
年
間
は
帰
れ
な
い

と
い
う
こ
と
で
６
０
０
万
と
し

て
い
る
が
、
避
難
が
５
年
以
上

長
引
く
場
合
は
そ
れ
に
伴
い
追

加
的
賠
償
を
行
う
。

Q9
家
財
に
つ
い
て
は
人
数
で
割
る

の
は
お
か
し
い
。
坪
や
平
方
メ
ー

ト
ル
で
考
え
る
べ
き
。

A9
家
財
に
つ
い
て
は
、
家
族
構
成

で
の
評
価
を
考
え
て
い
る
が
、

大
き
な
家
や
骨
董
品
で
基
準
を

超
え
て
い
る
場
合
は
個
別
に
対

応
し
て
い
く
。

Q10
借
地
し
て
家
を
建
て
て
い
る
が
、

財
物
補
償
し
て
く
れ
る
の
か
。

A10
適
正
な
評
価
が
で
き
る
よ
う
検

討
し
て
い
る
。

Q11
早
く
基
準
を
出
し
て
ほ
し
い
。

い
つ
出
る
の
か
。

A11
中
間
指
針
の
追
補
に
基
づ
く
、

東
京
電
力
の
具
体
的
な
賠
償
基

準
を
現
在
検
討
中
で
あ
る
。
６

月
に
は
基
準
を
出
す
予
定
。

【
中
間
貯
蔵
施
設
】

（
回
答
：
環
境
省
）

Q12
中
間
貯
蔵
で
は
な
く
、
最
終
処

分
場
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

A12
最
終
処
分
場
に
つ
い
て
は
、
法

制
化
も
含
め
て
、
県
外
と
い
う

こ
と
を
担
保
す
る
方
法
を
検
討

し
て
い
る
。

Q13
中
間
貯
蔵
に
つ
い
て
大
熊
・
双

葉
・
楢
葉
と
３
か
所
に
分
け
て

つ
く
る
と
の
こ
と
だ
が
、
線
量

は
関
係
な
い
の
か
。
高
い
と
こ

ろ
で
も
よ
い
の
か
。
楢
葉
は
何

故
候
補
地
に
入
っ
た
の
か
。

A13
中
間
貯
蔵
施
設
に
関
し
て
は
、

働
く
方
の
安
全
性
も
あ
る
の
で
、

ま
ず
除
染
を
し
て
線
量
を
下
げ

て
か
ら
作
業
を
す
る
こ
と
に
な

る
。
中
間
貯
蔵
施
設
は
３
～
５

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
必
要
だ
が
、

１
か
所
に
巨
大
な
施
設
を
つ
く
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る
の
で
は
な
く
、
分
散
し
、
宅

地
や
河
川
、
町
並
み
の
変
更
は

最
小
限
に
留
ま
る
よ
う
に
し
た

い
。
道
路
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
良

く
、
実
際
に
除
染
を
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
地
域
に
近
い
こ
と

等
に
鑑
み
、
楢
葉
町
も
候
補
に

挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

Q14
な
ぜ
大
熊
町
に
つ
く
る
の
か
。

住
民
に
賛
同
を
得
た
の
か
。

A14
ま
だ
全
く
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、

除
染
を
進
め
る
と
大
量
の
土
壌

が
出
る
の
で
、
国
か
ら
一
方
的

に
お
願
い
を
し
て
い
る
状
況
。

説
明
会
が
遅
く
な
っ
た
こ
と
は

お
詫
び
し
た
い
。
今
日
、
本
当

に
貴
重
な
お
話
を
伺
っ
た
の
で
、

政
府
全
体
と
し
て
そ
れ
を
し
っ

か
り
と
受
け
止
め
て
こ
れ
か
ら

の
政
策
に
で
き
る
限
り
生
か
し

て
い
き
た
い
。

Q15
中
間
貯
蔵
の
規
模
の
根
拠
は
な

に
か
。
報
道
に
よ
れ
ば
、
除
染

に
よ
り
発
生
す
る
土
壌
等
は
増

え
る
可
能
性
が
あ
り
、
予
定
し

て
い
る
規
模
よ
り
大
き
く
な
る

の
で
は
な
い
か
。

A15
規
模
に
つ
い
て
は
、
森
林
の
除

染
を
ど
こ
ま
で
す
る
か
で
幅
が

出
て
く
る
が
、
現
状
で
は
、
３

～
５
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
十

分
だ
と
考
え
て
い
る
。

Q16
人
の
住
ま
な
い
山
間
部
に
ダ
ム

な
ど
を
設
置
し
、
下
流
に
放
射

能
が
流
出
し
な
い
よ
う
に
し
て

ほ
し
い
。

A16
具
体
的
な
場
所
は
決
ま
っ
て
い

な
い
が
、
流
出
し
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
は
当
然
だ
と
思
っ
て

い
る
。

【
除
染
】

（
回
答
：
環
境
省
）

Q17
役
場
の
建
物
を
除
染
し
て
も
ホ
ッ

ト
ス
ポ
ッ
ト
も
残
る
し
、
い
ず

れ
放
射
線
量
が
上
が
る
の
で
は

な
い
か
。
財
源
の
確
保
に
つ
い

て
、
除
染
費
用
は
１
兆
円
弱
と

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
必
要
性

に
つ
い
て
、
そ
の
お
金
を
使
っ

て
進
め
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問

が
残
る
。
大
熊
町
で
ど
れ
ほ
ど

除
染
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
。
お
金
を
、
新
し
い
街
づ

く
り
や
、
補
償
な
ど
に
回
し
た

方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。
ゼ

ネ
コ
ン
に
渡
す
必
要
は
無
い
。

A17
除
染
効
果
に
つ
い
て
の
疑
問
が

あ
っ
た
が
、
除
染
を
す
れ
ば
こ

こ
ま
で
下
げ
ら
れ
る
と
言
え
な

い
状
況
。
た
だ
、
県
内
で
で
き

る
限
り
線
量
を
下
げ
ら
れ
る
よ

う
に
除
染
は
進
め
る
必
要
が
あ

る
。
一
方
で
、
除
染
を
し
て
も
、

短
期
間
で
全
て
の
方
に
戻
っ
て

い
た
だ
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ

て
い
る
。
だ
か
ら
帰
還
困
難
区

域
を
考
え
た
。
除
染
は
進
め
る
。

た
だ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
賠
償
が

下
が
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
二
つ
同
時
並
行
で
、
ど

ち
ら
も
一
歩
一
歩
進
め
て
行
き

た
い
。

【
復
興
ビ
ジ
ョ
ン(

グ
ラ
ン
ド

デ
ザ
イ
ン)

】

（
回
答
：
細
野
大
臣
、
復
興
庁
）

Q18
元
に
戻
る
の
で
は
な
く
、
山
を

削
っ
て
で
も
新
し
い
土
地
を
開

い
て
、
未
来
に
誇
れ
る
ま
ち
づ

く
り
を
す
る
べ
き
。

A18
現
在
、
双
葉
郡
の
グ
ラ
ン
ド
デ

ザ
イ
ン
を
検
討
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
県
や
町
と
も
相
談

し
つ
つ
、
ご
意
見
を
反
映
し
検

討
を
進
め
て
い
き
た
い
。
ま
ず

は
、
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
の
骨

格
を
早
急
に
示
せ
る
よ
う
に
し

た
い
。

Q19
大
熊
町
に
は
戻
れ
な
い
と
思
っ

て
い
る
。
方
向
性
を
早
く
出
し

て
ほ
し
い
。

A19
町
外
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
災
害
公

営
住
宅
を
含
め
、
新
し
い
生
活

を
立
て
直
し
て
い
た
だ
く
た
め

の
施
策
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な

場
所
で
ど
の
よ
う
な
生
活
が
で

き
る
か
選
択
肢
を
し
っ
か
り
と

提
示
し
て
い
き
た
い
。

【
施
設
の
安
全
性
】

（
回
答
：
細
野
大
臣
）

Q20
前
提
と
し
て
、
今
後
の
事
故
・

テ
ロ
対
策
は
で
き
て
い
る
の
か
。

A20
第
一
発
電
所
の
４
号
機
が
危
険

だ
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た
が
、

安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

さ
ら
に
補
強
も
行
っ
て
お
り
問

題
な
い
。
テ
ロ
対
策
は
性
格
上
、

公
に
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
が

準
備
し
て
い
る
。
原
子
力
規
制

庁
の
法
案
も
出
し
て
お
り
、
十

分
な
体
制
を
と
る
よ
う
に
す
る
。

【
風
評
被
害
】

（
回
答
：
高
山
政
務
官
、
吉
田
政

務
官
）

Q21
い
ま
だ
に
県
外
で
は
近
寄
る
な

と
言
わ
れ
る
な
ど
、
冷
た
い
仕

打
ち
を
受
け
る
。
何
と
か
し
て

ほ
し
い
。
ま
だ
も
ら
っ
て
い
な

い
賠
償
金
を
も
ら
っ
た
よ
う
に

言
わ
れ
た
り
、
働
か
な
く
て
い

い
と
か
言
わ
れ
る
、
ど
う
に
か

し
て
ほ
し
い
。

A21
福
島
の
現
状
と
放
射
線
の
影
響

に
つ
い
て
、
国
民
が
科
学
的
に

知
る
こ
と
が
復
興
の
第
一
歩
と

考
え
る
。
ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
に

は
正
確
な
情
報
を
伝
え
る
と
と

も
に
、
報
道
関
係
者
に
は
裏
付

け
の
あ
る
報
道
を
お
願
い
し
た

い
。

【
放
射
線
量
等
】

（
回
答
：
原
子
力
災
害
対
策
本
部
）

Q22
空
間
線
量
3.8
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ

ル
ト
で
、
年
間
20
ミ
リ
シ
ー
ベ

ル
ト
に
な
る
の
は
ど
う
い
う
計

算
か
。

A22
１
日
の
う
ち
８
時
間
を
屋
外
、

16
時
間
を
屋
内
で
過
ご
す
と
仮

定
し
、
屋
内
で
の
減
衰
率
を
加

味
し
て
算
出
し
て
い
る
。
一
般

的
に
算
出
し
た
数
値
よ
り
も
、

実
績
値
の
方
が
低
い
線
量
に
な

る
。

（
回
答
：
福
島
県
立
医
科
大
）

Q23
低
線
量
被
ば
く
の
影
響
を
知
り

た
い
。

A23
一
般
的
に
、
低
線
量
か
つ
ゆ
っ

く
り
し
た
被
ば
く
の
方
が
、
一

瞬
の
被
ば
く
で
想
定
さ
れ
る
リ

ス
ク
よ
り
人
体
に
与
え
る
影
響

が
少
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
低
線
量
で
も
リ
ス
ク

は
あ
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
防

護
を
し
よ
う
と
い
う
の
が
基
本

的
な
考
え
。
た
だ
、
通
常
の
自

然
環
境
に
も
放
射
線
は
存
在
す

る
も
の
で
あ
り
、
過
剰
に
心
配

す
る
の
は
よ
く
な
い
。
食
品
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
数
を
増
や
す
、

ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
の

充
実
な
ど
の
対
策
と
共
に
、
個

人
被
ば
く
線
量
を
管
理
し
、
日

常
の
健
康
管
理
と
健
康
ケ
ア
ー

も
大
切
で
あ
る
。

※
大
熊
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
臨

時
サ
イ
ト
で
、
当
日
配
布
さ
れ

た
説
明
会
資
料
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

6
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大熊町農業委員会委員一般選挙のお知らせ
東日本大震災の影響により延期されていた大熊

町農業委員会委員一般選挙の投票日が決定しまし

たのでお知らせします。

◆告示日 平成24年6月28日(金)

◆投票日 平成24年7月8日(日)

◆投票のできる方

農業従事者で農業委員会事務局に事前に申請

されている方。

投票所に行けない方は、6月29日から7月7日ま

での間、大熊町役場会津若松出張所およびいわ

き連絡事務所において期日前投票(午前8時30分

から午後6時まで)ができます。

◆投票当日(8日)の投票時間

投票開始 午前7時

投票終了 会津若松出張所 午後6時

いわき連絡事務所 午後5時

◎大熊町農業委員会委員一般選挙についての立候

補届出等説明会を下記により開催します。

当日、立候補届出関係用紙を配布しますので、

立候補予定者または責任者の方は出席されます

ようお願いします。

◆日時 平成24年6月12日(火)午後1時30分

◆場所 大熊町役場会津若松出張所 2階会議室

※届出書類の事前審査

6月22日(金) 午後1時30分～3時30分

大熊町役場会津若松出張所 2階会議室

【お問い合わせ先】 大熊町選挙管理委員会

戸籍謄本等の交付について
これまでいわき市方面に避難されている方には、

ご不便をおかけしましたが、6月1日(金)よりいわ

き連絡事務所においても、住民票、印鑑証明書に

加えて、戸籍の謄・抄本等の申請・交付が可能と

なりました。

これは、いわき連絡事務所で交付申請をしてい

ただき、会津若松出張所で操作のうえ、いわき連

絡事務所のプリンターに出力するものです。

このため、どういった戸籍が必要なのか確認の

うえ、申請してくださるようお願します。

◆交付できる諸証明

・戸籍関係謄・抄本

・身分証明

・戸籍附票

◆申請に必要なもの

本人と確認できる書類（運転免許証や住基カー

ド、旅券、公的機関の発行した各種免許証）

◆手数料

被災者についてのみ無料（当分の間）

※本人及びその配偶者、子、父母以外の人が請求

する場合は、委任状の提出をお願いします。

【お問い合わせ先】住民課住民係

４巡目一時立入りにおけるペット(犬・猫)の

持出しについて
原子力災害対策本部と環境省、福島県では、４

巡目の一時立入りにおいて、コールセンター受付

時に事前聞き取りによるペット(犬・猫)の持ち出

しの確認を行い、引き続き一定の条件を満たした

方々が自らペット(犬・猫)を保護して持ち出せる

こととしましたので、お知らせします。

◆実施期間

４巡目一時立入り期間：5月20日～7月上旬頃

◆条件

(1)コールセンター(フリーダイヤル:0120-234-530)

受付時にペット(犬・猫)持出しの事前申請を行

うこと。

(2)自家用車による一時立入りであること。(車の

持ち出しを含む)

(3)「犬」もしくは「猫」であること。(ただし死

骸の持ち出しは禁止します)

(4)立入者自身の犬・猫であること。(他人の犬・

猫の持ち出しは禁止します)

(5)捕獲・移送・今後の飼育等を自らの責任で実施

できること。

《その他諸注意》

・「他人のペット」の持出しは認められません。

・ペットの捕獲・移送・飼育を自らの責任で実

施できる方に限ります。

・「死骸」の持出しは認められません。

・一時立入りのルールが原則です。

(ペットの捕獲を理由とする時間超過等は認め

られません)

【お問い合わせ先】

福島県保健福祉部食品生活衛生課

電話 024-521-7245

お知らせ

４巡目一時立ち入りスケジュールについてお

詫びと訂正
広報おおくま5月15日号に掲載しました４巡目一

時立ち入りスケジュールに誤りがありました。

マイカー「道の駅ならは」の

6月14日(木)、6月16日(土)はバスでの一時立ち

入りのみとなり、マイカーでの立入は出来ません。

皆さまにはご迷惑をおかけし申し訳ありません。

謹んでお詫びするとともに訂正をさせていただき

ます。

【お問い合わせ先】 大熊町災害対策本部
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児童手当が支給されます

平成24年4月1日に「児童手当法の一部を改正する法律」が施行され、それまでの子ども手当にかわり、
平成24年4月から児童手当が支給されます。
◆児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭などにおける生活の安定に
寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

◆児童手当制度の仕組み
１．支給対象

大熊町に在住(住民登録がある方)で、中学校修了前の児童(15歳到達後の最初の3月31日までの間に
ある児童)を養育している人に支給されます。＊一般的には、父母のうち家計の主宰者(所得の高い方)

２．支給額(月額)

３．所得制限
平成24年6月分から所得制限が導入されます。所得制限限度額以上の人には、当分の間、特例給付

として児童一人あたり月額5,000円が支給されます。
４．所得制限限度額

所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。

(参考)
児童手当法第５条第１項に規定する政令で定める額は、同
項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、622万円と
し、扶養親族等及び児童があるときは、622万円に当該扶養
親族等及び児童１人につき38万円(当該扶養親族等が所得税
法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又
は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又
は老人扶養親族１人につき44万円)を加算した額とする。

◆児童手当の申請方法
(1) 平成24年3月31日時点で子ども手当を受給していた人

児童手当のみなし認定の対象となるため、新たな申請手続などは必要ありません。ただし、6月に
現況届の提出が必要となります。

(2) 平成24年4月1日以降に転入した人、4月1日以降にお子さんが生まれた人
申請した月の翌月分から児童手当が支給されます。事実のあった日から15日以内に認定請求書また

は額改定請求書を提出してください。
【申請に必要となるもの】

1) 印鑑
2) 請求者名義の普通預金通帳
3) 請求者の健康保険証の写し(国民健康保険加入者は不要)

ただし、次の1～6以外の場合は、厚生年金・共済組合などの年金加入証明書の提出が必要となりますので、
用紙が必要な人は申し出ください。

1. 健康保険被保険者証(余白に勤務先名を記入してください。)
2. 船員保険被保険者証
3. 私立学校教職員共済加入者証
4. 全国土木建築国民健康保険組合員証
5. 日本郵政共済組合員証
6. 文部科学省共済組合員証(大学支部などに限る。)

※請求者と支給対象児童が別居している場合は、
1) 児童手当監護・生計同一申立書
2) 別居先世帯全員の省略事項のない住民票(町外に対象児童がいる場合) が必要です。

※その他、児童の養育状況などにより必要となる書類がありますので、詳しくは担当へお問い合わせくだ
さい。

◆受付窓口
１．大熊町役場会津若松出張所 保健福祉課 福祉係
２．大熊町役場いわき連絡事務所
平日 午前8時30分から午後5時15分まで

【お問い合わせ先】 保健福祉課福祉係

支給対象年齢 手当月額

3歳未満 一律 15,000円

3歳以上小学校修了前
第一子・二子 10,000円

第三子以降 15,000円

中学生 一律 10,000円

扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円
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東日本大震災の義援金につきまして、国内外の

多くの皆さまから暖かいご支援をいただきました。

町では、お寄せいただいた義援金を、平成23年3月

11日時点で大熊町に居住していた方に対して、次

のとおり配分しております。

※義援金の内訳

国 ：日本赤十字社、中央共同募金会、日本

放送協会、ＮＨＫ厚生文化事業団(義援

金受付4団体)に寄せられた義援金

県 ：福島県に寄せられた義援金

町 ：大熊町に寄せられた義援金

町支：大熊町からの支援金

１．第１次配分(平成23年4月下旬から順次配分)

①東日本大震災により避難した世帯

配分額 １世帯あたり400,000円

(内訳：国350,000円、県50,000円)

②東日本大震災により亡くなった方のご遺族

(行方不明の方も含む)

配分額 １人あたり350,000円

(内訳：国350,000円)

２．第２次配分(平成23年7月下旬から順次配分)

①東日本大震災により避難した方

配分額 １人あたり254,000円

(内訳：国216,000円、県38,000円)

②東日本大震災により亡くなった方のご遺族

配分額 ①と同じ

※義援金の配分算定の変更について

第１次配分は世帯数に応じて配分しましたが、

単身世帯と複数世帯で不公平が生じることから、

平成23年7月8日に開催した大熊町災害義援金配

分委員会にて審議した結果、第２次配分以降、

1人あたりで算定し配分することとしました。

３．第２次追加配分(平成23年11月下旬から順次配

分)

①東日本大震災により避難した方

配分額 １人あたり52,000円

(内訳：国52,000円)

②東日本大震災により亡くなった方のご遺族

配分額 ①と同じ

４．第２次追加２回目配分(平成24年4月下旬から

順次配分)

①東日本大震災により避難した方

配分額 １人あたり13,000円

(内訳：国13,000円)

②東日本大震災により亡くなった方のご遺族

配分額 ①と同じ

以下義援金は、平成23年3月11日時点で大熊町に

住民票を有していた方を対象としています。

１．町義援金(平成23年7月下旬から順次配分)

○東日本大震災により避難した方

配分額 １人あたり20,000円

(内訳：町20,000円)

２．被災者見舞金(平成23年7月下旬から順次配分)

○東日本大震災により避難した方

配分額 １人あたり60,000円

(内訳：町支：60,000円)

※貸付金を見舞金の内渡しとし返済を不要とし

た上で、総額60,000となるように差額分を支

給しています。

３．大熊町生活支援金(平成23年12月下旬から順次

配分)

○東日本大震災により避難した方

配分額 １人あたり30,000円

(内訳：町支：25,000円、町5,000円)

平成23年3月11日の東日本大震災以来、国内外の

多くの皆様から尊い義援金をお寄せいただきまし

た。

いただいた義援金は、3月11日時点で住民登録を

していた町民へ配分されており、引き続き生活再

建のために使わせていただくいております。

■義援金の寄託及び配分状況

4月30日時点で、465件319,324,033円の義援金が

寄せられています。

このうち288,335,000円が町民の皆様へ配分され

ています。

【お問い合わせ先】 企画調整課

義援金の配分状況について

義援金の寄託及び配分状況について

(4月30日時点)
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賠償・支援相談窓口を開設しています
大熊町では、原発賠償補償金の請求手続きなど

の相談ができる「賠償・支援相談窓口」を、福島
県司法書士会の協力を得て、大熊町役場会津若松
出張所内に開設しています。

窓口では、賠償以外にも、相続・借地・借家の
トラブル、借金の支払いや二重ローン問題、会社
関係などの相談もできますのでご利用ください。
◆6月の相談日 時間：午後1時～4時

6月 5日(火)、 7日(木)
12日(火)、14日(木)
19日(火)、21日(木)
26日(火)、28日(木)

◆場 所
大熊町役場会津若松出張所 企画調整課内

◆相談料 無 料
◆協 力 福島県司法書士会会津支部
【お問い合わせ先】企画調整課

避難農業者一時就農等支援事業について
福島県内の避難先で、利用権設定した農地を借

りて一時的に就農する農業者に対し、営農に要す
る経費の一部を助成します。
◆対象者

震災発生時に大熊町内に居住していた避難農
業者であり、かつ、次のどちらかに該当する者
①認定農業者、認定就農者
②年間農業従事日数150日以上が確実な農業者

◆対象品目
・園芸作物（野菜、果物、花き類）
・畜産

◆対象経費
・初期生産資材の購入費
（種苗・肥料・農薬・飼料・諸材料費等）

・機械、施設等のリース経費
・地代 など

◆補助額等
○補助率 定額
○補助期間
１年間（一時就農初年度のみ）

○補助限度額
・園芸農家 １００万円／経営体
・畜産農家 １５０万円／経営体

【お問い合わせ先】産業課

「ふるさとまつり」会場に生活用品の配布コー
ナーを開設します

6月17日に開催される「ふるさとまつり」会場に
生活用品の配布コーナーを開設します

数量に限りがありますのでお早めにお立ち寄り
下さい。

なお、少量の品物は抽選にての配布となります
ので、あらかじめ御了承ください。
●抽選にて配布予定品物
・カジュアルこたつ(正方形タイプ、小型、

こたつふとんかけ敷きセット)
・オーブントースター
・ファンヒーター など
【お問い合わせ先】企画調整課

－事業主の皆さんへ－
労働保険の年度更新等のお知らせ

平成24年度の労働保険の年度更新の申告期限は7月
10日です。

期限までに、最寄りの銀行、郵便局、労働基準
監督署、福島労働局において手続きされますよう
お願いします。

ただし、田村市・南相馬市・伊達郡川俣町・双
葉郡の各町村・相馬郡飯舘村の地域の事業場につ
きましては、東日本大震災により労働保険料の申
告・納付期限が延長しています。
【お問い合わせ先】

福島労働局 総務部 労働保険徴収室
電話 024-536-4607

5月から外国人住民の住民票の作成準備がスター
トします

住民基本台帳法が改正され、本年7月9日から、
外国人住民も住民基本台帳制度の対象となります。
これにより、外国人住民にも市区町村において
「住民票」が作成されます。

この準備のため、市区町村では、本年5月から、
順次、住民票に記載されることとなる内容につい
て、対象となる外国人本人へ通知し、確認してい
ただくこととしています。

確認された内容は、市区町村において「仮住民
票」として保管され、これが法施行日(7月9日)か
ら住民票となります。
(1)外国人住民の方へのご案内
○ 本年5月から、順次、住民票に記載されること

となる内容が通知されます。内容を確認の上、
誤りがあれば、お住まいの市区町村へご連絡願
います。

なお、通知が届かない方は、お住まいの市区
町村へお問い合わせください。

○ 施行日直前の入国や引っ越しなどのため、お
住まいの市区町村で「仮住民票」の作成等がさ
れていない方は、施行日(7月9日)から14日以内
にお住まいの市区町村に届出を行うことが必要
です。

※施行日までは、現在の外国人登録法に基づいた
手続が必要です。特に「居住地」、「在留資格」、
「在留期間」、「世帯主との続柄」等は、変更
申請漏れなどがないようご注意ください。

(2)総務省コールセンター（多言語電話相談窓口）
のご案内

○ 外国人住民に係る住民基本台帳制度に関する
お問い合わせに対応します。
電話番号 0570－066－630（ナビダイヤル）

03－6301－1337（IP電話、PHS）
受付時間 8：30～17：30
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ハローワーク会津若松からのお知らせ
◆６月出張相談のお知らせ

○出張相談日程

○相談内容

(1)求人情報提供、職業相談

(2)職業訓練情報提供

(3)心のケア、健康相談

臨床心理士が対応します。

(6月6・14・27日のみ実施)

◆震災特別相談窓口(西分庁舎)のお知らせ

○開所日時：毎週 火・水・木曜日 13:00～16:00

○場所：西分庁舎(ハローワークの道路向かい)

電話：0242-26-3444

【お問い合わせ先】

厚生労働省福島労働局

ハローワーク会津若松(被災者支援対策窓口)

電話 0242-26-3444(直通)

日 時 場 所

6月6日(水)

9:30～12:00
河東学園仮設住宅集会所

6月14日(木)

9:30～12:00
亀公園仮設住宅集会所

6月15日(金)

9:30～12:00
大熊町役場2階会議室

6月27日(水)

9:30～12:00
扇町1号公園仮設住宅集会所

6月29日(金)

9:30～12:00
大熊町役場2階会議室

双葉消防本部から皆様へ一次立入りの際の

お願いと注意事項
○家の掃除をされたときに出ますゴミ等（家庭用

ゴミ、枯れ草など）を外で燃やす行為は、お控

えください。

○お帰りになる際は、ブレーカーの電源を落とし

て下さい。

○たばこのポイ捨てをしないでください。（枯れ

草等に引火する場合があります。）

○お線香やローソクなどの、火の取り扱いには十

分注意してください。

○使用されない電化製品のコンセントを抜いてき

てください。

○プロパンガス等の元栓が閉まっているか、再度

ご確認ください。

※災害が発生した場合は、警察や消防などの避難

誘導に従い、速やかに避難してください。

【お問い合わせ先】

●双葉消防本部

電話 0240-27-1181

●富岡消防署・富岡消防署楢葉分署

電話 0240-25-2119

浜通り．元通り．がんばっぺ双葉！

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の

対象者が拡大されます
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年

分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計

額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と

帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務

を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含

みます。)について、平成26年1月から同様に必要

となります。

記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、

国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲

載されていますので、ご覧ください。

詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせくだ

さい。

【お問い合わせ先】

相馬税務署 電話 0244-36-3111

「森を木づかうふくしま住まいる事業」募集

開始のお知らせ
県内に自ら居住するための木造住宅を建設する

建て主の方に対し、補助金を交付します。

１戸あたり30万円

募集戸数150戸

補助要件や応募方法等については、県ホームペー

ジ、又は以下にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

福島県土木部建築指導課

電話024-521-7528

県ホームページは福島県建築総室で検索
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今年も大熊町のホタルが板橋区で光を放ちます―板橋区ホタル生態環境館―
大熊町を故郷に持つゲンジボタルが、東京都板橋区ホタル生態環境館で夜間公開されます。

このホタルは、平成元年に熊川地区から約300個の卵を採取し、世代交代を繰り返して今年で23世代目と

なります。この間一度も他の地域の個体や幼虫などと一切交えず、現在まで大熊町熊川の遺伝子を育んで

います。

ホタルは、外部から毎時0.5マイクロシーベルト以上の放射線を浴びると光らなくなるとされています。

私たちは、現在、残念ながらふるさと大熊町でホタルを見ることはできませんが、板橋区ホタル生態環

境館で、同じ大熊町を故郷に持つホタルを鑑賞しませんか？

そして、希望の光として、いつの日かホタルの光舞うふるさと大熊町を取り戻しましょう。

◆ゲンジボタル夜間公開

6月22日(金)～24日(日) 午後7時30分～午後9時30分

◆ヘイケボタル夜間公開

7月14日(土)～16日(月) 午後7時30分～午後9時30分

※雨天決行、荒天中止です。

◆公開場所 板橋区ホタル生態環境館(東京都板橋区高島平4-21-1)

◆アクセス

○地下鉄都営三田線新高島平駅下車徒歩５分

○東武東上線成増駅下車バス（高島平操車場行き）高島平四丁目下車すぐ前

【お問い合わせ先】

板橋区役所 環境課管理係 電話 03-3579-2591

ふるさとまつりを開催します！
原子力災害に伴い、大熊町民は全国各地に避難を強いられ、将来への不

安を持ちながら慣れない地での生活を余儀なくされています。

長年培った町民同士のつながりを維持するために「ふるさとまつり」を開

催し、町民の「絆」を大切に、大熊町の復興につなげていきます。

今年のふるさとまつりは、餅つき大会や「鳥羽一郎」さん、「ET-KING」さ

んの出演、ウルトラマンショーなど盛りだくさんです。

皆さんおそろいでお越しください。

◆開催日時 平成24年6月17日(日) 午前10時～午後3時

◆開催場所 松長近隣公園仮設住宅駐車場

(会津若松市一箕町松長1-17-1)

◆開催内容 (1) ウルトラマンショー

1回目⇒10:00～ 2回目⇒13:40～

(2) 芸能発表 10:45～

(3) 餅つき大会＆配付 11:40～

※無くなりしだい配布終了となります。

(4) 鳥羽一郎ふれあい歌謡ショー 12:30～

(5) ET-KINGミニコンサート 14:20～

(6) 出店・ちびっこ広場 10:00～15:00

※内容及び開催時間が変更になる場合もありますので予めご了承く

ださい。

◆注意事項

(1) 当日会場内への車輌の乗入れは原則禁止となっております。

松長地区に臨時駐車場を確保してありますので、そちらへ

駐車をお願いします。(駐車スペースに限りがありますので、

乗り合わせにご協力ください)

(2) 臨時駐車場から会場までは、バスにて送迎します。

【お問い合わせ先】

大熊町観光協会事務局(大熊町商工会内) 電話0242-29-5770

※土日祝日を除く平日午前9時から午後4時

鳥羽一郎

ＥＴ－ＫＩＮＧ

整理券配付

午後6時30分～午後9時
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町民掲示板

下野上３区１班「花見の会」を開催しました
－4月14日 いわき市湯本ホテル美里にて－

昨年の新年会以来の交流会で、皆が顔を合わせるのも
1年ぶり。花見の会は初めての事で、今回の呼びかけに23
世帯37名が集まりました。

県内外から集まり、喜びもひとしおで、気心の知れた
仲間と温泉で身体を癒し、避難生活の苦労話やこれから
の大熊の復興のこと、また、おのおのの将来に対する生
活について、夜遅くまで話しが弾みました。

下野上3区1班 武内一司

平成７年度大中卒業生の
同窓会を開催しました

5月4日に郡山市 ホテルプリシード郡
山にて厄払い及び同窓会を開催すること
が出来ました。

厄払いは11人が参加し、安積国造神社
にて、緊張の中無事に厄払いすることが
出来ました。

同窓会は、恩師を含め51人集まり、楽
しく、昔話や近況等で盛り上がりました。

中々、同級生に連絡を着けることが難
しく、不安でしたが、幹事の中で決めた

目標の50人を達成出来て感無量でした。
参加して頂いた皆さんには、至らぬ所もあったと思いますが、無事に楽しく開催できたことを心から

御礼申し上げます。
また、連絡の着かなかった同級生の皆さんには本当に申し訳ありません。次回また企画した時は、今

回より多くの同級生の皆さんに連絡が着くように頑張りますので、その時は、参加のほどよろしくお願
いします。
それでは同級生の皆さん、５年後に！！ 同窓会幹事代表 松永秀俊

第６回『ひまわりの会』を開催
します

交流を目的とした６回目のサロン(茶話会)を開
きます。参加自由です。お友達もお誘いください。
◆日 時 6月13日(水) 10:00～15:00
◆場 所 やすらぎ会館（川口市南鳩ヶ谷6-8-16)
◆参加費 200円
◆内 容

午前：おしゃべりサロン(親睦、情報交換等)
午後：アロマでリフレッシュ！

(アロマオイルづくり 材料費：300円)
◆申込み 不要(直接会場にいらしてください)
【お問い合わせ先】

『ひまわり』 電話 080-4405-4931

「積小為大の会(茨城県大熊町
民コミュニティー)」を開催します
◆日時 6月23日(土) 9:00～12:00
◆場所 社団法人茨城県産業会館

(水戸市桜川2-2-35)
【お問い合わせ・連絡先】

野田 朋弘（日立市） 電話 090-8423-5608

県北地方大熊町避難者交流会を
開催します

今回初めての交流会となりますので、是非ご参
加ください。

内容については、参加された方々と今後どのよ
うな活動をしていくか、話し合っていきます。
◆日時

6月23日(土) 10:00～12:00
◆場所

コラッセふくしま
研修室Ａ

(福島県福島市三河南町1番
20号)

【お問い合わせ】
代表 管野充史
電話 090-7233-1148

福 島 茨 城

埼 玉
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大熊町消防団が町内行方不明者捜索を実施しました

福島県警や消防、海上保安庁による東日本大震災行方

不明者一斉捜索が5月14日、東京電力福島第一原発事故に

よる警戒区域内で行われ、大熊町からも消防団員31人が

参加し、夫沢海岸および熊川海岸で捜索を行いました。

参加した消防団員は、未だ空間線量の高い海岸を、が

れきをかき分け丹念に捜索しました。残念ながら行方不

明者を発見することはできませんでしたが、津波で流さ

れた写真や貴重品などの大切な品を見つけることができ

ました。

二人合わせて２０１歳！ー吉田信さん100歳賀寿ー

満100歳を迎えた吉田信さん(夫沢)への賀寿贈呈式

が、誕生日当日の4月27日、避難先の会津若松市内の

借り上げ住宅で行われました。

妻のツルさんは、震災前の平成23年1月2日に満100

歳を迎えており、現在101歳。二人合わせて201歳の

ご夫婦です。

式では、金木明県相双保健福祉事務所長が県知事

賀寿を、渡辺利綱町長が賀寿と祝い金を贈り長寿を

祝いました。

信さんは大熊町に生まれ、英語教師として教壇に

立ち、幼なじみだったツルさんと昭和10年に結婚し、

子ども3人、孫6人、ひ孫7人に恵まれました。

「命のアサガオ」が贈呈されました

「骨髄バンクを支援するいばらぎの会」「タオ

ル帽子会あいづ」「地球のステージ」の３会から

5月8日、大熊町の幼稚園、小・中学校、社会福祉

協議会に「命のアサガオ」が贈呈されました。

「命のアサガオ」運動は、白血病により７歳で

亡くなった「こうすけ君」が育てていたアサガオ

を、全国に広め、骨髄バンクを理解してもらおう

という新潟発祥の活動です。

この日は、「タオル帽子会あいづ」の五十嵐ま

りいさんと「地球のステージ」の小野修さんが、

大熊中学校を訪れ「夏のグリーンカーテンに活用

してください」と鈴木隆大熊中教頭に種を手渡し

ました。
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